
 

令和８年度 関東森林管理局 発注者綱紀保持推進計画 

 

 関東森林管理局発注者綱紀保持取組指針に基づき、令和８年度の具体的な取

組内容について以下のとおり「令和８年度関東森林管理局発注者綱紀保持推進

計画」を策定する。 

 

１ 推進体制 

（１）年間計画 

◆関東森林管理局発注者綱紀保持取組指針 抜粋（以下、囲みは同様） 

（１）取組の推進にあたっては、局長を先頭に、局発注者綱紀保持委員会が

主体となって、本指針を踏まえて年間計画を企画立案するとともに、署

等の取組を指導し、４に掲げる推進施策の実行による職員への定着状

況、改善点等を毎年度評価し、次年度以降の取組につなげる PDCA サイ

クルにより効果的に取り組む。 

 

 具体的な取組は「２推進施策」に掲げるものとし、主な取組の年間スケジュ

ールは下表の通り。 

 第１四半期 

（４月～６月） 

第２四半期 

（７月～９月） 

第３四半期 

（10 月～12 月） 

第４四半期 

（１月～３月） 

発注者綱紀

保持の徹底 

 

 

    

定着状況の

把握・点検 

    

監督・検査

業務の適正
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コンプライアンスキャラバン 

巡回点検 

局研修等における発注者綱紀保持の徹底 

抜き打ち監査 

監督業務に係る研修等 

定

着

状

況
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善

点

の

評

価 

署等における職場内研修 

（必要に応じて随時開催） 



 

２ 推進施策 

（１）発注者綱紀保持の徹底 

 ①職員に対する研修の徹底 

  ア 局が実施する研修のうち、発注事務に関わる職員が参加するすべての

研修で、公務員倫理、発注者綱紀保持の時間を設け、不正行為の防止と

適切な発注事務に必要な知識等を習得させる。 

    また、署等においても、定例出署打合せ会議や局内各課における課内

打合せ会議の機会等を利用して、職場内研修を行い、繰り返して周知徹

底を図る。 

  イ 研修の内容については、これまで発生した不祥事を職員が自身の問題

として捉えられるよう、具体的事例（特に要因と背景）を用いて説明す

るとともに、入札談合等関与行為や収賄が発覚しないことはあり得ない

こと、入札談合や収賄に関与した場合には、厳正な刑事罰、懲戒処分、

損害賠償請求の対象となり、職員本人やその家族が生活基盤を失い悲惨

な状況になること、事業者や OB だけでなく職場の上司・同僚も含む第三

者からの不当な働きかけがあった場合の報告は職員に課せられた義務で

あること、上司からの指示により不適正事案に関与した場合も懲戒処分

等の対象となること、を必ず盛り込み周知徹底する。 

  ウ 研修の方法については、一方的な講義方式に偏ることのないよう、具

体的事例を基に職員が意見を出し合って理解を深めるグループ討議方式

（コンプライアンスミーティング）を積極的に取り入れる。 

    また、公正取引委員会の職員をはじめ外部有識者を講師に招くほか、

発注者綱紀保持にかかる DVD の積極的活用を図る。 

 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 新規採用者研修、経理事務研修、収穫・生産・販売研修、治山・林道監

督実務研修、人材育成研修及び、森林官養成科研修において、公務員倫理、

発注者綱紀保持の時間を設ける。実施にあたっては、林野庁監査室作成資

料を取り入れ、これまで発生した不祥事を職員が自身の問題として捉えら

れる研修内容とするほか、外部有識者による講義、事例を基にしたグルー

プ討議方式を取り入れる。 

・新規採用者研修、経理事務研修、収穫・生産・販売研修（５月） 

・治山・林道監督実務研修（６月） 

・人材育成研修（７月） 

・森林官養成科研修（９月） 

・ 年度当初における各署の新任担当者等を対象とした打合せ会議等におい

て、公務員倫理、発注者綱紀保持に係る取組事項を再周知することとする。 

・ 署等の取組における署長等の自覚とリーダーシップを促すため、不祥事

事案の更なる発生の防止に向けた取組について局幹部及び各署長等の打

合せ会議を実施する。 



 

  ・署長等会議内における公正取引委員会を外部講師に招く入札談合の防

止講義（６月） 

 

    エ  署等における職場内研修は、農林水産省職員倫理啓発週間（７月）及

び国家公務員倫理月間（12 月）等を集中取組期間として設定して定期的

・集中的に実施する。 

また、これらの期間の前後に局幹部等によるキャラバン（コンプライ

アンスキャラバン）を企画し、局・署等職員が一緒になってグループ討

議（コンプライアンスミーティング）等を行い、局署等が一体となった

取組を進める。 

 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 公務員倫理及び発注者綱紀保持に係る動画の活用や、署長等が自らが資

料を説明するなどにより、７月及び 12 月を中心として各署等において職

場内研修を２回以上実施する。 

・ 局幹部によるキャラバンチームを結成し、第２四半期から第３四半期ま

でに全署等を巡回する。キャラバンにおいては、事例に基づくグループ討

議やロールプレイング演習等を行う。（小笠原についてはオンライン実施

を検討する。） 

 

  オ 林野庁が全職員を対象に実施している発注者綱紀保持に係る職員アン

ケート、農林水産省全職員を対象とした公務員倫理及び発注者綱紀保持

にかかるｅラーニングは毎年必ず全職員が受講、回答する。 

    また、職員アンケートの分析結果は発注者綱紀保持の定着状況を理解

するうえで効果的であり、署等の職場内研修等での活用を図る。 

 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 発注者綱紀保持に係る職員アンケート、公務員倫理及び発注者綱紀保持 

にかかるｅラーニングを全職員が受講・回答するよう局において把握・指

導する。 

・ 職員アンケートの分析結果を署等の職場内研修等で活用できるよう適時 

適切に署等にフィードバックする。 

 

カ 上記の取組を通じて、職員が年１回以上、公務員倫理、発注者綱紀保

持に係る研修等を必ず受講することとし、組織として長年取り組んでき

た労働安全対策のように、職員に完全に根付くよう取り組む。 

 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 上記取組状況について、各署等から報告を提出させる。 

・ 上記取組により全職員が１回以上公務員倫理、発注者綱紀保持に係る



 

研修等を受講したことを局において確認・指導する。 

 

 

数値目標：全職員が令和８年度に局研修・職場内研修等により公務員 

倫理や発注者綱紀保持に係る研修を受講する率 100％を目指す 

 

 

 ②利害関係者との飲食ルールの厳格な遵守 

   利害関係者と自らの費用負担により飲食する場合において、その負担す

る金額に関わらず、あらかじめ場所や参加者、会費等の会の概要を所属の

長に申し出る自主的ルールの遵守を徹底する。 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 署等管理者だけでなく全職員が自主的ルールを理解し遵守するように指 

導を徹底するとともに、研修等の内容に盛り込む。 

 

 ③事業者に対する周知及び要請 

   ホームページ及び入札公告において、発注者綱紀保持の取組を掲載し、

事業者への周知を図る。 

   また、局における事業説明会や団体の研修会の場等において、事業者に

おいても、不祥事に関わると逮捕、起訴され、会社、従業員及びその家族

の生活に大きなダメージを及ぼすことを説明し、談合等の不祥事を我が事

として捉えてもらい、コンプライアンスの確保、不祥事防止に取り組んで

もらうよう要請する。 

   加えて、署等においては、森林整備事業、治山事業等の契約の際に、署

長等から事業者に対して、毎回、公務員倫理及び発注者綱紀の保持につい

て事業者向けリーフレットを活用して協力要請を行う。また、安全指導や

事業者団体の総会等の機会を活用して、毎年度、事業者への周知を繰り返

し徹底する。 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 局ホームページ及び署等の入札公告において、発注者綱紀保持の取組を 

掲載することとし、局ホームページにおいては発注者綱紀保持の取組が事

業者へ確実に伝わるよう改善を行う。 

・ 局及び署等における事業説明会や各団体の総会等の機会を通じて、飲食

のルール、応接ルール、不当な働きかけを受けた場合の対応等を事業者に

周知する。 

・ 署等においては、森林整備事業、治山事業等の契約の際に、署長等から 

事業者に対して、毎回、公務員倫理及び発注者綱紀の保持について事業者 

向けリーフレットを活用して協力要請を行うことや、安全指導や事業者団 

体の総会等の機会を活用して、事業者への周知を徹底する。 

 また、各事業の実施にあたり、監督職員からも事業者向けリーフレット



 

を活用して現場代理人等に周知するよう、事業原課に協力依頼を行う。 

・ 集中取組期間に局幹部から事業者団体に対し、公務員倫理及び発注者綱 

紀保持について協力を要請する文書を発出する。 

 

④執務環境の整備、事業者・OB との応接ルールの徹底 

   事業者等の執務室への自由な出入りを制限するための掲示及び受付カウ

ンターの設置、執務室以外のオープンな応接スペースの整備を確実に行う

とともに、事業者との応接は複数の職員で対応することを徹底する。 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 事業者等の執務室への自由な出入りを制限するための掲示及び受付カウ 

ンターの設置、執務室以外のオープンな応接スペースの整備、事業者との 

応接は複数の職員で対応することについて、署長等に周知徹底するととも 

に、研修等における周知、巡回点検による確認を実施する。 

 

  ⑤第三者からの不当な働きかけに対する報告の徹底 

   事業者や OB、職場の上司、同僚など第三者から不当な働きかけを受けた

場合は、毅然とした態度で拒否し、その内容を記録するとともに、公表す

ることになることについて、相手方にしっかり伝えることを徹底する。 

   さらに、不当な働きかけの内容を記録し、所属の長（署長等）及び発注

者綱紀保持担当者（局総務課長）に報告することは、職員に課せられた義

務であることを職員に周知徹底する。 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 第三者からの不当な働きかけに対する報告義務についての林野庁作成リ 

ーフレットを全職員に配布するとともに、不当な働き掛けを受ける疑似体

験をするロールプレイング演習（業者役、職員役になって不当な働き掛け

を受けた場合の受け答えや報告書の作成）を職場内研修に積極的に取り入

れ、実際に不当な働きかけを受けた場合に何をすべきか等ついて周知し、

理解を深めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 （２）定着状況の把握・点検等の効果的な実施 

   署等において、発注事務が適正に実施されているかを確認するため、発 

注者綱紀保持委員会による発注事務に係る巡回点検を毎年度実施する。点 

検の頻度は人事異動のサイクルよりも短くするため、２年間で全署等を一 

巡するよう計画する。 

   点検は、発注見通しの公表、仕様書及び設計書の作成、契約措置請求、 

入札公告、予定価格の作成、入札、契約、監督、契約変更、完成検査、支 

払いまでの一連の発注事務を全て網羅するよう実施する。 

   点検に際しては、職員への聞き取りや事業等の一件書類について発注事 

務チェックリストに基づき点検を行うほか、監督・検査時の写真や旅行命 

令の日付の確認を行うなどにより書類の整合性を確認し、必要に応じて、 

事業者から聞き取りを行う。 

   また、前回から引き続き同様の指摘や、前年度他署等が受けた指摘と同 

様の指摘がなされていないかについても確認する。 

   巡回点検により洗い出された改善を要する事項等については、発注者綱 

紀保持委員会による重点的な監査の対象とするなど、署等における発注事 

務の適正化に効果的につなげられるよう取り組む。 

 

＜令和８年度の取組＞ 

・  巡回点検については、２年間で全署等を一巡するように計画する。 

〇  対象契約 

    令和７年度竣工の治山工事又は林道工事のいずれか１件及び令和７年

度完了の造林事業又は素材生産事業のいずれか１件の計２件とする（対象

契約については、当該工事又は事業のうち最終契約金額が最も大きい契

約）。 

〇  点検方法 

巡回点検チェックリストを作成のうえ、発注者綱紀保持に係る取組状 

況について、対象契約の一件書類を確認するとともに、担当者から聞き取 

り等を行う。 

〇  点検結果の発注者綱紀保持委員会への報告と抜き打ち監査の実施 

巡回点検の結果は発注者綱紀保持委員会に報告するとともに、点検の

結果、不適正な事務処理が確認された場合は、抜き打ち監査を実施する

こととし、当該年度のすべての同種契約について、当該項目に係る書類

の確認等を行う。 

巡回点検及び抜き打ち監査の結果及びこれを踏まえた適正な発注事務

に向けた取組については、発注者綱紀保持委員会で審議のうえ、全署等

に共有するとともに、大臣官房参事官（経理）に報告し、局ホームペー

ジにおいて公表する。 

〇  実施スケジュール等 

巡回点検の実施に当たっては、発注者綱紀保持担当と事業担当部局の



 

担当がセットとなり第２四半期に実施を完了する。 

なお、指摘事項については、事務連絡を発出し改善状況の報告を求め、

確実な改善を図ることとする。 

 

イ 林野庁が全職員を対象に実施している発注者綱紀保持にかかる職員ア

ンケートの分析結果及び個別の書き込み内容を踏まえて巡回点検の重点

テーマを決めるなど、不適正事案の未然防止に効果的につなげられるよ

う取り組む。 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 発注者綱紀保持に係るアンケートの分析結果から「事業者や OB が断り

なく執務室の立入制限区域内に入っているところを見たことがある」や、

「林野庁 OB から不当な働きかけが未だにある」と回答した職員が一定数

いることから、研修やロールプレイング演習等を通じ、不当な働きかけを

受けた場合の対応方法や内容の記録・報告することを繰り返し周知させる

とともに、巡回点検におけるチェックリスト 15（６）「事業者等の入室

規制は行われているか。また、入室規制の案内掲示は分かりやすくなって

いるか」及び 15（８）「事業者等との応接は複数の職員で行われている

か」を巡回点検重点項目として確認する 

 

 

数値目標：令和８年度巡回点検における指摘件数『ゼロ』を目指す 

 

 

 （３）入札・契約事務における情報管理の徹底 

   予定価格等の情報管理の徹底を図るため、引き続き、以下の取組を徹底

するとともに、署等における取組状況を巡回点検により定期的にチェック

する。 

   ・積算関係など発注事務に関する電子データへのパスワード設定等のア

クセス制限 

   ・予定価格の積算と決定承認の分離 

・予定価格のできる限りの入札日直前の決定 

・積算基準類の公表 

・予定価格を含む契約情報の事後公表 

・個々の発注案件に係る事業者からの質問は書面で受け付けホームペー

ジに回答を掲載 

・総合評価落札方式における 

→技術提案書の審査時における匿名管理の徹底 

→技術提案書の評価担当者と予定価格・積算書の担当者の分離 

→技術提案書と入札書の同時提出 

 



 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 予定価格等の情報管理に係る上記取組を徹底すべきことについて、発注 

者綱紀保持の研修等において周知するとともに、「設計書等が含まれる起

案文書の決裁ルートは必要最小限となっているか」を巡回点検重点項目と

して確認する。 

 

数値目標：設計書等が含まれる起案文書の決裁ルートは必要最小限 

とする実施率 100％を目指す 

 

 

 （４）監督・検査業務等の適正な実施 

    ①監督・検査業務等に係る研修の徹底 

      適正な監督・検査業務の履行や設計変更、繰越や遅延損害金の手続き等 

に関する資料を作成し、事業に関わる担当者に対する研修を徹底する。 

＜令和８年度の取組＞ 

・  各種事業の担当者・監督員・検査員向けのマニュアル・研修資料につい 

て点検・見直しを行う。 

・  人事異動により、新たに監督、検査業務に従事することになった職員に 

あっては、林野庁作成の監督・検査業務研修資料（PowerPoint）を必ず視 

聴することとする。 

・  新任者を含めた担当者に対して以下の研修等により業務の適正な実施に 

ついて周知徹底する。また、各署等においては、これらの実務研修を受講 

した職員による伝達研修など、職場内研修を計画する。 

・治山、林道監督実務研修（６月） 

②適切な監督・検査体制の確保 

   署等における検査職員の任命に当たっては、監督職員との兼務禁止に加 

え、事業等の施工管理等に携わる職員が所属するグループに属する職員以 

外の職員への任命を徹底する。 

   また、監督職員から事業等の進捗状況の署長等への定期的報告を徹底し、 

署等内における事業等の進捗状況の共有を徹底する。 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 署等における検査職員の任命に当たっては、監督職員との兼務禁止に加

え、事業等の施工管理等に携わる職員が所属するグループに属する職員以

外の職員へ任命すべきことを、署長等への指導、上記研修等により徹底す

る。 

・  林野庁直轄事業契約監視等委員会における、令和７年度入札・契約事務

の点検において、「工事着手前の受注者との現地確認の実施状況について、

監督日誌や工事打合せ簿等における記録がなく、確認できなかった」及び

「変更協議が必要となる事案が発生するも、監督職員と受注者側で工事打

合せ簿等の書面による協議（指示・承諾等）を実施していなかった」とし



 

て指摘を受けたことから、巡回点検におけるチェックリスト 10（５）「事

業箇所、区域の指示は適切に行われているか」及び 10（10）「受注者へ

の指示、承諾等は書面により行い明確に記録しているか」についても巡回

点検重点項目として確認する。 

 

 

数値目標：検査日の適正な通知方法の実施率 100％を目指す 

  

 

（５）内部通報制度の活用 

   内部通報制度は、不適正事案の芽を小さなうちに摘み取り、深刻な事態

になる前に早期に是正する上で、重要な手段であり、不適正事案を見聞き

した場合には、見て見ぬふりをせずに内部通報制度を活用するよう、職員

へ周知徹底を図る。 

   職員周知にあたっては、通報・相談に関する秘密及び個人情報は厳守さ

れるほか、通報等を行ったことを理由とした通報者への不利益な取り扱い

は禁止されており、運用にあたっては、組織として通報者の保護を徹底す

ること、内部通報を行わずに、上司の指示に従うなどして不適正行為に関

与した場合は、自身も懲戒処分等の対象になり得ること、内部通報の受付

窓口は局総務課長のほか、外部窓口（担当弁護士）も用意されていること

を、職員周知用リーフレットを活用するなどして、職場内研修や職員の異

動の機会を捉えて、繰り返し周知を行う。 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 内部通報について、林野庁作成リーフレットを全職員に配布するととも

に、職場内研修等において、通報先の周知とともに、内部通報制度がけん

制機能による不正行為の未然防止を目的としたものであることを再周知

する。 

 

（６）事業者との適正な関係の維持と円滑な事業実行の確保 

      職員と事業者の双方が、公務員倫理、発注者綱紀保持のルールの下、適

正な関係を維持する中で、職員は事業者と対等の立場で対応する。 

   積算基準類等の公表など事業者が入札に公平かつ適正に参加できる環境

づくりに、引き続き取り組むほか、森林整備事業、治山事業等の品質確保

と事業者の円滑な施工を確保する観点から、職員は事業の監督を通じて現

場代理人及び主任技術者（監理技術者）との意思疎通を綿密に行うととも

に、業界団体との意見交換を通じて業界団体をめぐる社会経済情勢の把握

に努め、双方が公正かつ適正に発展できるよう取り組み、公務員倫理、発

注者綱紀保持を理由に双方の関係が疎遠となり、事業の円滑な実行に支障

をきたすことのないよう十分留意する。 

 



 

＜令和８年度の取組＞ 

・ 令和６年度に作成した発注者綱紀・コンプライアンス事例集（運用の見

直し反映版）を活用し、事業者との適正な関係の維持と円滑な事業実行を

推進する。また、随時フォローアップを行い、職員周知を図ることとする。 


